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こども家庭センターについて（相談支援機能の一体化）

子育て家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターの「連携」からより一歩前へ。
こども家庭センターとして、地域の関係主体とつながりながら、

サポートプランの作成や勧誘・措置を使いながら子育て家庭をマネジメント。

　大和郡山市では、子育て世代包括支援センター（従来、保健センター「さんて郡山」内に設置）と子
ども家庭総合支援拠点（子育ち支援課内に設置）の 設立の意義や機能は維持した上で組織を見直
し、全ての妊産婦、子育て 世帯、こどもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関（こども家庭セン
ター）を設置する予定です。
　こども家庭センターでは、できる限り妊産婦、こどもや保護者の意見や希望を確認又は汲み取りつ
つ、関係機関のコーディネートを行い、地域のリソースや必要なサービスと有機的につないでいくソー
シャルワークの中心的な役割を担います。今後、地域の関係主体とつながりながら、サポートプランの
作成や勧奨・措置を使いながら子育て家庭をマネジメントしていく予定です。

趣旨・目的

妊産婦 子育て世帯
（保護者） 子ども

児童相談所

妊産婦、子育て世帯、子どもが気軽に相談できる子育て世帯の身近な相談機関

〇保育所、認定こども園、幼稚園、地域子育て支援拠点事業など子育て支援を行う施設・事業
　を行う場を想定。
〇市区町村は区域ごとに体制整備に努める。

こども家庭センター（市区町村）
「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」の見直し

〇児童及び妊産婦の福祉や母子保健の相談等
〇把握・情報提供、必要な調査・指導等
〇支援を要する子ども・妊産婦等へのサポートプランの作成、連絡調整
〇保健指導、健康診査等
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民間資源・地域資源
と一体となった
支援体制の構築

子ども食堂 訪問家事支援
保育所

＜保育・一時預かり＞
ショートステイ
＜レスパイト＞

教育委員会・学校
＜不登校・いじめ相談＞
＜幼稚園の子育て支援等＞

放課後児童クラブ
児童館 子育てひろば

家や学校以外の
子どもの居場所

医療機関
産前産後サポート
産後ケア 障害児支援
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